
  高知県精神科救急情報センターの運用に当たってのかかりつけ医療機関へのお願いについて

高知県精神科救急情報センター
（0120-556-499）

本人・家族

かかりつけ医療機関

当日の輪番病院
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※４ 適切な医療の提供の
  ため、まずは、かかり
  つけ医療機関への連絡
  を要請
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高知県地域福祉部障害保健支援課
電話：088-823-9669

高知県精神科救急情報センター
（0120-556-499）

本人・家族

かかりつけ医療機関

当日の輪番病院
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※３ 診療情報の提供等に関
  する指針に基づく取扱い

※４ 高知県精神科救急情報
  センターは、輪番病院を
  案内する場合には、本人
  等にお薬手帳を持参する
  よう伝えるものとします。 
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②かかりつけ医療機関に直
 接連絡があった場合で、
 対応困難で受け入れでき
 ない時のかかりつけ医療
 機関の対応

○輪番病院での受診の希望
 を確認し、希望する場合
 は、患者さんの同意を得
 て、診療情報を提供して
 ください。
○高知県精神科救急情報セ
 ンターに連絡して次のよ
 うに伝えるように、本人
 等に伝えてください。
      ↓
 本人等「かかりつけ医療
 機関に連絡したところ、
 受け入れできないので、
 輪番病院で受診するよう
 に言われました。」

③かかりつけ医療機関に直
 接連絡があった場合で、
 対応困難で受入れができ
 ない場合の高知県精神科
 救急情報センターの対応

○本人等から連絡があった
 場合は、かかりつけ医療
 機関に診療情報の提供を
 依頼しているかどうかを
 確認し、依頼済みである
 場合は、輪番病院に電話
 を転送する旨を本人等に
 伝えるとともに、受診す
 る際は「保険証」及び
 「お薬手帳」を持参する
 よう伝えます。

※２ 「対応困難」とは、
  保護室の空きがない
  場合等により、受入
  れができない場合を
  いいます。

①患者さんの状態が不穏でかか
 りつけ医療機関とのやり取り
 が困難であると判断される場
 合

○②～⑤の段階を経ずに、
 ⑥により輪番病院へ電話を
 転送します。

②高知県精神科救急情報センタ
 ーの対応

○この要請の際に、かかりつけ
 医療機関が対応困難である場
 合は、輪番病院を案内するこ
 ととなりますので、併せて、
 かかりつけ医療機関に対して、
 輪番病院に診療情報等の提供
 を依頼するよう本人等に伝え
 てから電話を切ります。

⑤高知県精神科救急情報セン
 ターの対応

○かかりつけ医療機関が対応困
 難で本人等から再度の連絡が
 あった場合は、かかりつけ医
 療機関に診療情報の提供を依
 頼しているかどうかを確認し、
 依頼ができている場合に輪番
 病院に電話を転送する旨を本
 人等に伝えるとともに、受診
 する際は「保険証」及び「お
 薬手帳」を持参するよう伝え
 ます。

④かかりつけ医療機関の対応

○図１の②と同じ対応をお願い
 します。

※かかりつけ医療機関へお願い

 本人等からかかりつけ医療機
 関に輪番病院への診療情報の
 提供を依頼したことが確認で
 きないと、輪番病院に電話を
 繋ぐことができませんので、
 必ず、かかりつけ医療機関の
 方からも図１の②のように声
 がけをお願いします。

※１ 「かかりつけ医療
  機関」とは、概ね３
  か月以内に受診して
  いる医療機関をいい
  ます。

高知県精神科救急情報センター
に連絡があった場合

かかりつけ医療機関※１

に直接連絡があった場合図１ 図２


